相談を受けたときの初動サポートシート
窓口担当ではない人（上司・同僚など）が、打ち明けられたときのために

	このシートの対象と位置づけ
正式な相談窓口の担当者ではない方（上司・先輩・同僚など）が、セクハラの被害や目撃を打ち明けられたときの「最初の対応」をまとめたものです。
あなたが一人で事実を調査したり、加害とされる人に確認・対決したりする必要はありません。役割は、安全に話を受け止め、本人の意思を尊重しながら、正式な窓口へつなぐことです。
法令・制度基準日：2026年6月18日


　最重要：二次被害を防ぐために（必ず先に読む）
	してはいけないこと（二次被害につながる）
	心がけること

	「あなたにも隙があったのでは」「気にしすぎ」と本人を責める・軽視する
	まず「話してくれてありがとう」と受け止め、本人の感じた苦痛を否定しない

	聞いた内容を、対応に関係のない人に話す・うわさにする
	無条件の秘密保持は約束せず、共有の必要性・共有先・範囲を本人に説明したうえで、対応に必要な最小限を窓口・人事等へつなぐ

	「すぐ言い返さなきゃ」「直接謝らせよう」と対応を急がせる・強いる
	本人のペースを尊重し、望む対応（誰に相談したいか等）を一緒に確認する

	あなたが独断で加害とされる人に確認・調査する
	事実確認は正式な窓口・人事に委ねる。あなたは「つなぐ」役に徹する

	根掘り葉掘り、性的な詳細を聞き出す
	必要な範囲で聴く。話したくないことを無理に言わせない


相談したこと等を理由とする不利益取扱いは禁止されています（男女雇用機会均等法第11条第2項、2026年6月18日確認）。

■ 初動の流れ（4ステップ）
STEP 1　安全に、受け止める
1. 人目につかない場所・時間を選び、落ち着いて話せる状況をつくる。
1. 「話してくれてありがとう」「あなたは悪くない」とまず伝える。
1. 評価・詮索・アドバイスの押し付けをせず、相手の言葉で聴く。
STEP 2　本人の意向を確認し、情報共有を説明する
1. どうしたいか（相談したい／記録だけ残したい／まずは話を聞いてほしい等）を尋ねる。
1. 相談者の意向を確認し、情報共有の必要性、共有先及び共有範囲を説明したうえで、対応に必要な最小限の範囲で相談窓口・人事その他の関係部署へ共有する。
1. 無条件の秘密保持は約束しない。一方で、対応に関係のない人への共有や噂は、二次被害になるため行わない。
1. 生命・身体の危険、重大な健康上の懸念又は被害の継続のおそれがある場合には、相談者の同意が得られなくても、安全確保等に必要な共有を行う場合がある。
STEP 3　正式な窓口へつなぐ
1. 相談窓口・人事の連絡先を伝える、または相談者へ説明したうえで取り次ぐ。
1. 緊急性が高い場合（暴力・脅迫・心身の危機など）は、安全確保を最優先し、速やかに窓口・上位者へ連絡する。
STEP 4　記録する
1. 記録の目的、取扱い及び共有範囲を説明し、対応に必要な最小限の内容を、自社規程に従って記録する。
1. いつ・どこで・誰が・何をしたかを、本人が話した範囲で、客観的事実を中心に控える。推測や評価は分けて書き、記録は厳重に保管し、対応に関係のない者に見せない。

■ 初動メモ（記入欄・取扱注意）
※ 記録の目的・取扱い・共有範囲を説明し、対応に必要な最小限の内容を自社規程に従って記録してください。本シートは社外秘・取扱注意。
	項目
	記入

	相談を受けた日時
	

	相談者の意向（希望する対応）
	

	話された事実（客観的事実を中心に）
	



	つないだ窓口・連絡した相手
	

	情報共有について説明した内容（共有先・共有範囲）
	



■ 自社の窓口・緊急連絡先（記入欄）
正式な相談窓口（部署・担当者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先（内線・メール等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
緊急時の連絡先（上位者・人事等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
社外相談窓口（ある場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	覚えておいてほしいこと
あなたの役割は「解決」そのものではなく、本人を孤立させず、安全に正式な窓口へつなぐことです。一人で抱え込まず、判断に迷ったら早めに窓口・人事に相談してください。


出典：厚生労働省 セクシュアルハラスメント防止指針（相談・事後対応・プライバシー保護等）／男女雇用機会均等法第11条・第11条の2（2026年6月18日確認）
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